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自治体におけるオープンデータ政策の発現過程とエビデンスの関係 

 

本田正美†1 梶川裕矢†1 

 

300を超える自治体がオープンデータに取組済とされている。各自治体が置かれた状況には差があるなかで、全国の自治
体において同様の取り組みがなされ、それが普及しているのである。本研究は、この自治体におけるオープンデータ政策

の発現過程に着目する。どのような経緯でオープンデータに取り組むようになったのか事例分析を行うのである。とりわ
け、オープンデータ政策の発現時に、どのようなエビデンスが活用されたのかに着目して、自治体の担当者に対してイン
タビュー調査を行った。その結果、取り組み自治体が少ない状況では、専門家からの情報提供が有力なエビデンスとなり、

取り組み自治体が増えた状況にあっては Web サイト経由で収集された情報がエビデンスとして活用されていたことが明
らかとなった。ここに、新規の政策にあっては、初期段階では人を介したエビデンスの調達が行われ、普及段階では Web

経由のように人を直接介さないエビデンスの調達が行われていることが示唆された。 

 

Relationship between emergence process of open data policy and 

evidence in Japanese municipalities 
 

Masami HONDA†1 Yuya KAJIKAWA 

 

More than 300 municipalities are considered to have been engaged in open data. While there are differences in the situations in which 

each municipality is located, similar efforts are spreading throughout the country. This research focuses on the process of emergence 

of open data policy in Japanese municipalities. Case analysis is conducted to see how the municipality launched open data under 

what circumstances. In particular, focusing on what kind of evidence was utilized at the time of the opening of the open data policy, 

we conducted an interview survey on local officials. As a result, in the situation where there are few local governments to undertake, 

the provision of information from experts became the leading evidence, and in the situation where the number of local governments 

to be undertaken increased, it is clear that the information gathered via the Web site was utilized as evidence. Here, in the case of new 

policy, it is suggested that procurement of evidence through experts is done at the initial stage, and evidence procurement that does 

not involve people directly, such as via the Web, is carried out at the spreading stage. 

 

 

1. 本研究の概要   

2018 年 3 月末時点で、300 を超える自治体がオープンデ

ータに取組済である[1]。各自治体が置かれた状況には差が

あるなかで、全国の自治体において同様の取り組みが広が

りを見せているのである。 

本研究は、この自治体におけるオープンデータ政策の発

現過程に着目する。どのような経緯で自治体においてオー

プンデータに取り組むようになったのか事例分析を行うの

である。具体的には、オープンデータ政策の発現時に、ど

のようなエビデンスが活用されたのかに着目して、自治体

の担当者に対してインタビュー調査を行った。その結果、

取り組み自治体が少ない状況では、専門家からの情報提供

が有力なエビデンスとなり、取り組み自治体が増えた状況

にあっては Web サイト経由で収集された情報がエビデン

スとして活用されていたことが明らかとなった。 

ここに、新規の政策にあっては、同様の取り組みを行う

事例が少ない初期段階では、人を介したエビデンスの調達

が行われ、取り組みの事例が増えた普及段階では Web 経由

のように人を直接介さないエビデンスの調達が行われてい

                                                                 
†1 東京工業大学   

Tokyo Institute of Technology   

ることが示唆されたのである。 

 

2. 本研究の問題意識 

 2013 年 6 月の G8 サミットにおいて、「オープンデータ

憲章」が合意されるなど、オープンデータの取り組みは世

界的な広がりを見せている。日本の自治体における広がり

ということに留まらず、世界的な広がりを見せているので

あり、世界中で創発する取り組みとなっているのである。 

ここで、オープンデータの概要を整理した[2]においても

指摘されているように、オープンデータの定義には揺れが

ある。その背景には、オープンデータの取り組みについて、

複数の契機があることがあげられる[3]。つまり、一つの契

機としてオープンナレッジやオープンソフトウェアを唱導

する活動があり、もう一つの契機として公共機関にあって

は情報公開制度など情報を公開する取り組みがあったので

ある。オープンナレッジやオープンソフトウェアの活動か

らはデータの形式や権利に関わる処理が重視され、対して、

情報公開制度の延長線上で捉える時にはデータを公開する

行為そのものが重視されているとも言える。 

世界各地で同時多発的に広がるオープンデータの取り

組みについて、それぞれの発現過程はいかなるものなのか。
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とりわけ、オープンデータの着手について複数の契機が想

定されるなかで、公共機関においてオープンデータに着手

するとなった際に、どのようなエビデンスが活用されたの

か。これが本研究におけるリサーチクエスチョンである。 

 

3. 日本における展開と本研究の調査対象 

 日本におけるオープンデータの取り組みは、2010 年 5 月

に公表された「新たな情報通信技術戦略」に、その端緒の

一つを見出すことが出来る。「新たな情報通信技術戦略」に

は、「2013 年までに、個人情報の保護に配慮した上で、2

次利用可能な形で行政情報を公開し、原則としてすべてイ

ンターネットで容易に入手することを可能にし、国民がオ

ープンガバメントを実感できるようにする。」とされ、オー

プンガバメントの取り組みの一環として、行政情報がイン

ターネットを介して容易に入手可能とすることとされたの

である。 

 2010 年末には、福井県鯖江市が日本の自治体では最初に

オープンデータに着手し、その後、福島県会津若松市や石

川県金沢市、千葉県流山市などが先駆的にオープンデータ

に着手し始めた。自治体レベルでその取り組みも広がりを

見せてきた[4]。そして、2018 年には、300 を超える自治体

がオープンデータに取り組んでいる。 

 本研究では、日本のオープンデータ着手済の自治体に焦

点を当て、2017 年末の時点で 300 を超えるオープンデータ

着手済の自治体の中で、24 の自治体を調査対象とした。そ

の選定方法は、政府発表資料[5]およびに、政府担当者発表

資料[6]において、オープンデータの開始時期が示されてい

たものである。それらの資料では、2013年3月時点から2016

年 9 月時点まで、六つの時点でオープンデータに取り組ん

でいる具体的な自治体名がそれぞれ四つあげられている。

また、各時点での取組済の自治体数も示されている。 

 計 24 の自治体に対して、半構造化インタビューによる調

査を行うことを基本とし、19 自治体では現地に訪問してオ

ープンデータ担当者に対してインタビュー調査を実施した。

4 自治体からは文書回答を得た。1 自治体からはインタビュ

ー調査および文書回答の協力を得ることが出来なかった

(表 1)。調査を行った期間は、2017 年 6 月 20 日から 2018

年 1 月 9 日である。 

 調査では、オープンデータの取り組みに関して、15 の質

問を行った。特にオープンデータ着手時に関する質問を行

ったが、本研究では、そのうち以下の質問事項を取り扱う。 

 

問 実際にオープンデータに取り組もうと考えるよう

になったきっかけは何か 

問 オープンデータに取り組みにあたり、どのような情

報収集を行ったのか 

 

表 1 調査対象とインタビュー調査実施日 

2013年3月時点　取組自治体数：４ 実施日
福井県鯖江市 12月11日
福島県会津若松市 9月26日
千葉県流山市 9月15日
石川県金沢市 9月8日

2014年3月時点　取組自治体数：30
千葉県千葉市 7月7日
静岡県 8月1日
神奈川県横浜市 6月20日
福岡県福岡市 ※8月4日

2015年2月時点　取組自治体数：103
神奈川県藤沢市 9月29日
埼玉県さいたま市 協力拒否
東京都品川区 7月18日
長野県須坂市 9月1日

2015年6月時点　取組自治体数：154
青森県弘前市 10月3日
宮城県石巻市 ※10月16日
東京都千代田区 11月24日
愛知県小牧市 ※9月１日

2016年3月時点　取組自治体数：205
北海道旭川市 10月16日
神奈川県平塚市 9月5日
兵庫県尼崎市 8月18日
香川県高松市 10月13日

2016年9月時点　取組自治体数：233
青森県八戸市 11月27日
宮城県 1月9日
群馬県 ※12月12日
鹿児島県鹿児島市 11月20日  

(※は文書回答の場合の受信日) 

 

 質問では、オープンデータに着手することになった契機

と情報収集について尋ねた。情報収集については、オープ

ンデータに着手するにあたっての根拠となるエビデンスを

収集する場合とオープンデータに着手する際に参照する情

報を収集する場合が想定される。ここでは、エビデンスの

収集のみに限定せず、情報収集の手段も含めて質問するこ

ととした。これは、エビデンスの収集に限定して質問を行

うと、エビデンスとして利用されなかった情報については

回答されない可能性があることによる。 

 なお、調査依頼は各自治体のオープンデータ担当者宛て

に行い、それぞれ調査時点でのオープンデータ担当者から

協力を得たが、オープンデータ着手時点から調査時点まで

担当者に変更がない場合とある場合があった。変更があっ

た場合にも、事前に質問票を送付しているため、調査にあ

たって調査時点の担当者が着手時点の担当者や前任者に詳

細を確認しており、オープンデータ着手時点の詳細は十分

に把握出来たものと考えられる。 

 また、本研究では取り上げないが、オープンデータに関
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わる業務の引継についてもインタビュー調査で質問を行っ

ている。この点については、別の機会でその結果を整理す

る予定である。 

 

4. 調査結果 

以下、調査結果を表 2 に示す。 

 

表 2 オープンデータの契機と情報収集 

13年3月時 オープンデータ着手の契機 情報収集

M1 首長へ外部からの提案 外部の専門家、Webでの収集

M2 職員へ外部からの提案 外部の専門家

M3 首長の意向 市議会議員から情報提供

M4 首長へ外部からの提案 動向調査を実施

14年3月時

M5 首長の意向 イベント参加、外部の専門家

M6 職員 書籍

M7 国の動向 明確には行っていない

M8 自治体間の連携 他市との連携を通じて

15年2月時

M9 自治体間の調査研究 他自治体との共同調査

M10 議会質問 他自治体との情報共有、外部の専門家

M11 首長へ外部からの提案 外部の専門家

15年6月時

M12 計画に組み込まれた イベント参加

M13 外部からの提案 国のWebサイト、企業から情報提供

M14 職員 近隣自治体のWebサイト

M15 議会質問 他自治体のWebサイト

16年3月時

M16 職員 国のWebサイト、他自治体のWebサイト

M17 県からの要請 イベント参加

M18 職員 Webでの収集

M19 国の動向 国が提供した資料

16年9月時

M20 議会質問 他自治体のWebサイト

M21 国の動向 他自治体へ聞き取り

M22 国の動向 国が提供した資料

M23 国の動向 他自治体のWebサイト、他自治体に資料照会  
(出所：筆者作成) 

 

オープンデータ着手の契機として、「外部からの提案」

という回答があった(M1、M2、M4、M11、M13)。とりわ

けオープンデータの着手時期が早い自治体で、外部の主体

からの何らかの提案がオープンデータ着手の契機になって

いたことが確認された。 

「外部からの提案」と同じ数の回答があったのが「国の

動向」である。2014 年段階の M7 を除くと、全て 2016 年

以降に見受けられる(M19、M21、M22、M23)。 

 「首長の意向」は 2 件の回答があった。これは、首長が

情報政策課などの部署の職員に対して、オープンデータに

取り組むよう指示したというものである(M3、M5)。この場

合、首長がどのような契機でオープンデータという事柄を

知り、また、着手しようと考えたのか判然としない。「外部

からの提案」の中には、「首長へ外部から提案」がある。こ

の場合、首長へ外部から提案があったことにつき、担当職

員にその旨が伝えられた上で着手に至っているのであり、

「首長の意向」という場合、実際には首長へ外部からの提

案があったことによる可能性もある。あるいは、首長が国

の動向を見て着手しようと決断した可能性もある。 

「職員」が起点になった自治体も各時点で見出された

(M6、M14、M16、M18)。その職員は主に情報政策や情報

システムに関する業務を担当する職員である。必ずしも首

長や上司から明確な指示を受けたわけではなく、職員の自

発的な取り組みとして、オープンデータに着手するに至っ

たというものである。この場合、当該職員がオープンデー

タの必要性や重要性を認識して、現行の事務作業の中に含

めることでオープンデータに着手するという方法が取られ

ている。 

また、「議会質問」も 3 事例あった(M10、M15、M20)。

議会議員が他自治体や国の動向を見て、議会において当該

自治体が未着手あることについて質問を行い、オープンデ

ータに取り組むことを促したという事例である。日本の自

治体は、執行機関と議事機関が別々の選挙で選出される二

元代表制を採用しているが、議事機関の側からの質問によ

り、それが政策提案となって実現に至っているのである。 

その他に、「自治体間の連携」や「自治体間の調査研究」

というように他自治体との取り組みを通して、オープンデ

ータに着手した事例も見出された(M8、M9)。 

加えて、「計画に組み込まれた」と「県からの要請」が 1

件ずつあった。「計画に組み込まれた」というのは、自治体

において策定される総合計画や情報化に関する計画などで、

オープンデータを推進すると謳われたことから、オープン

データに着手したという事例である。また、「県からの要請」

というのは、文字通り県からの要請であるが、 

オープンデータの着手にあたっての情報収集の方法に

ついては、それぞれ複数の方法や収集先が回答された。 

2013 年 3 月時点から 2015 年 2 月時点で着手していた自

治体を見ると、外部の専門家から情報を得ていたという回

答が数多くあった(M1、M2、M5、M10、M11)。一方、そ

れ以降を見ると、外部の専門家を活用したという回答のか

わりに、国の Web サイトや他自治体の Web サイト(M13、

M14、M15、M16、M18、M20、M23)から情報を得たとい

う回答が過半を占めるようになる。さらに、「国が提供した

資料」という回答(M19、M22)も見られるようになる。特定

の専門家や先進事例の自治体から情報を得るかたちから、

Webサイトや国の提供する資料から広く情報を得るかたち

に情報の収集の方法が変化しているのである。 

 なお、「イベント参加」も複数回答があった(M5、M12、

M17)。オープンデータに関しては、ハッカソンやアイデア
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ソンといったその利用を企図したイベントが実施されてい

る[7][8]。さらに、自治体向けのセミナーなどが開催されて

おり、それに自治体の政策担当者が参加することにより情

報収集が行われていた。 

 その他、「市議会議員から情報提供」(M3)や「書籍」(M6)

といった回答もあった。「明確には行っていない」(M7)と

いう回答のように意識的な情報収集を行っていない事例も

含めて、多様な情報収集のあり方があることが示唆される。 

 また、情報収集先として、6 自治体から鯖江市、横浜市

と会津若松市はそれぞれ 2 自治体から、その名前があげら

れていた。その他、3 自治体は近隣自治体から情報収集を

行ったと回答した。先行する自治体の存在が後の取り組み

の根拠となった可能性が示唆される。 

 複数の情報収集先を回答した自治体が数多く見受けられ、

オープンデータに着手する際に参照する情報やエビデンス

となる情報が多様に収集されていたことがうかがわれる。 

 

5. 考察 

 オープンデータの着手の契機については、特に初期に着

手した自治体においては、外部の専門家からの提案が大き

な役割を果たしていたことが明らかとなった。特に先行事

例が少ないような場合には、外部の専門家から政策や施策

の重要性や必要性に関する情報がもたらされることによっ

て、新規の政策や施策に着手される契機となるのである。

本研究で取り上げた調査については、その結果を基に、[9]

において、政策開始時に外部の主体と政策担当者がコミュ

ニケーションをとることが重要であるとの指摘を行ったが、

かようなコミュニケーションの経路によって新たな政策に

関わるエビデンスが調達される可能性も指摘されるのであ

る。外部の専門家が「重要である」あるいは「必要である」

と言っている政策や施策はその発言を根拠として開始され

ることもあるのである。 

情報収集に関しては、先行事例から情報を得るという事

例が数多く見られた。自治体におけるオープンデータの取

り組みにつき、先行自治体の事例の参照については、[10]

や[11]が分析するところであるが、本研究における調査で

も先行事例の中で特定の自治体が参照されていることが明

らかとなった。それら先行自治体の事例の存在がオープン

データ着手にあたってのエビデンスとして機能していたこ

とが示唆されよう。「他の自治体がこのように行っているの

で、本自治体もそのように行う」というように、その取り

組みが広がっていくのである。 

この先行自治体の存在の重要性は、オープンデータの着

手の契機として「議会質問」や「国の動向」があげられた

ことからも裏付けられる。議会議員は、他の自治体が着手

済であることをもって、着手を促している。国の動向も、

自治体における取り組みの浸透を受けて、さらなる取り組

みを促すものであるという側面もある[12]。着手済の自治

体の増加がさらなる着手事例を招来している可能性も指摘

されるところである。日本の自治体では、鯖江市が全国に

先駆けてオープンデータに着手し、続いて会津若松市が取

り組みを開始した。そして、金沢市や流山市が続き、以後、

オープンデータの取り組みは全国的に広がっている。それ

ら先行自治体の取り組みの重要性につき、さらなる考察が

求められよう。 

 オープンデータの契機として、オープンナレッジやオー

プンソフトウェアの活動と情報公開制度の存在を挙げたが、

そのうち前者は外部の専門家により、その影響が自治体に

及んでいるものと考えられる[4]。後者は職員が自発的に着

手した際に一定の影響を及ぼしていた可能性はあるが、

[13]によれば、情報公開担当部局とオープンデータ担当部

局は連携しているわけでなく、その影響は限定的であると

言えよう。日本の自治体に関しては、オープンデータの発

現過程において国際的な潮流が参照されたとしてもそれは

限定的であり、その契機や情報収集のあり方を見ると、独

自の発現過程と浸透過程をたどった可能性がある。 

 

6. 結語 

 本研究は、世界的な広がりを見せるオープンデータにつ

いて、日本の自治体に着目し、インタビュー調査を行うこ

とで、着手の契機と着手時の情報収集についてその実態を

明らかとした。その結果、新規の政策にあっては、同様の

取り組みを行う事例が少ない初期段階では、専門家など外

部の人材を介したエビデンスの調達が行われ、取り組みの

事例が増えた普及段階では Web 経由のように人を直接介

さないエビデンスの調達が行われていたことが示唆された。 
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